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十
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五
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日
提
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問

第

二

六

三

号

日
本
国
民
の
日
本
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内
発
着
便
で
の
搭
乗
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否
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者
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川

元
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日
本
国
民
の
日
本
国
内
発
着
便
で
の
搭
乗
拒
否
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
国
民
で
あ
る
Ａ
氏
が
平
成
二
十
五
年
、
大
韓
航
空
機
の
搭
乗
申
し
込
み
を
し
て
渡
航
手
続
き
を
整
え
、
航
空
券
を
受
領

し
た
後
、
五
月
に
福
岡
空
港
に
て
搭
乗
手
続
き
を
し
た
と
こ
ろ
、
搭
乗
を
拒
否
さ
れ
た
。
搭
乗
拒
否
理
由
は
、
福
岡
空
港
に
て

Ａ
氏
が
、
パ
ス
ポ
ー
ト
提
示
を
行
っ
た
際
、
そ
の
氏
名
が
米
国
政
府
機
関
作
成
に
係
る
テ
ロ
対
策
の
た
め
の
「
Ｎ
ｏ

Ｆ
ｌ
ｙ

Ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
」
（
以
下
、
本
件
リ
ス
ト
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

本
件
リ
ス
ト
は
、
米
国
運
輸
保
安
局
が
作
成
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
何
故
に
日
本
人
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、
「
日
本
国
民
で
あ
る
本
旅
券
の
所
持
人
を
通
路
故
障
な
く
旅
行
さ
せ
、
か
つ
、
同
人

に
必
要
な
保
護
扶
助
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
の
諸
官
に
要
請
す
る
」
と
し
て
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
し
て
い
る
通
り
、
日
本

国
民
の
渡
航
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
が
発
行
す
る
パ
ス
ポ
ー
ト
を
所
持
し
て
い
る
日
本
国

民
に
対
し
、
米
国
へ
の
発
着
便
に
と
ど
ま
ら
ず
、
米
国
以
外
へ
の
発
着
便
の
航
空
機
へ
の
搭
乗
が
拒
否
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
日
本
国
民
の
海
外
渡
航
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
の
精
神
、
即
ち
人
権
保
障
に
抵
触
す
る
も
の
と
考
え

る
。よ

っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一



一

日
本
政
府
（
国
土
交
通
省
）
は
、
本
件
リ
ス
ト
の
存
在
と
日
本
国
内
の
空
港
を
発
着
す
る
航
空
会
社
の
う
ち
、
本
件
リ
ス

ト
を
参
照
し
て
、
そ
の
搭
乗
を
判
断
し
て
い
る
航
空
会
社
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

承
知
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
承
知
し
て
い
な
い
と
し
て
も
調
査
の
う
え
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
以
降
、
平
成
二

十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間
に
、
日
本
政
府
が
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
民

が
、
①
米
国
発
着
便
へ
の
搭
乗
を
拒
否
さ
れ
た
事
例
、
②
米
国
以
外
の
国
発
着
便
へ
の
搭
乗
を
拒
否
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
か

否
か
。
あ
る
場
合
に
は
、
①
②
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
件
数
は
い
か
な
る
も
の
か
。

三

米
国
以
外
の
国
発
着
便
へ
の
搭
乗
を
拒
否
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
リ
ス
ト
が
米
国
政
府
機
関
に
よ
っ
て
米

国
便
の
搭
乗
に
つ
い
て
の
適
用
の
為
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
も
そ
も
米
国
以
外
の
国
へ
の
発
着
便
に
適

用
す
る
べ
き
で
な
く
、
航
空
会
社
が
安
易
に
参
照
す
る
こ
と
は
、
日
本
国
民
の
海
外
渡
航
の
自
由
を
著
し
く
制
限
す
る
結
果

を
招
き
、
相
当
で
な
い
と
思
料
す
る
の
で
、
日
本
政
府
（
国
土
交
通
省
）
は
、
航
空
会
社
に
対
し
、
本
件
リ
ス
ト
の
適
切
な

運
用
を
す
る
よ
う
行
政
指
導
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
今
後
、
如
何
に
対
処
さ
れ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


